
JP 2010-58342 A 2010.3.18

(57)【要約】
【課題】印画物表面に所望の凹凸を形成し、絹目調画像
を実現する。
【解決手段】色材層の熱転写前後の熱転写受容シートの
増加方向の厚さ変化量ΔＨが０＜ΔＨとなる印画条件で
印画し、且つ保護層の熱転写前後の熱転写受容シートの
増加方向の厚さ変化量ΔＬがΔＬ＜０となる印画条件で
印画することにより、印画物表面に所望の凹凸を形成し
、絹目調画像を実現する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シート上に色材層と保護層とが走行方向に並んで形成された熱転写シートを走行させる
走行部と、
　少なくとも支持体上に色材を受容する色材受容層が形成された熱転写受容シートを搬送
する搬送部と、
　上記熱転写受容シートの色材受容層と上記熱転写シートの色材層及び保護層とを対向さ
せた状態で熱エネルギを印加し、上記熱転写シートの色材層及び保護層を上記熱転写受容
シートに順に熱転写するサーマルヘッドと、
　上記サーマルヘッドの熱エネルギを制御する制御部とを備え、
　上記制御部は、下記（１）式に示す上記色材層の熱転写前後の上記熱転写受容シートの
増加方向の厚さ変化量ΔＨが０＜ΔＨとなる印画条件で印画し、且つ下記（２）式に示す
上記保護層の熱転写前後の上記熱転写受容シートの増加方向の厚さ変化量ΔＬがΔＬ＜０
となる印画条件で印画する画像形成装置。
ΔＨ＝（色材層の熱転写後の熱転写受容シートの厚さ）－（色材層の熱転写前の熱転写受
容シートの厚さ）・・・（１）式
ΔＬ＝（保護層の熱転写後の熱転写受容シートの厚さ）－（保護層の熱転写前の熱転写受
容シートの厚さ）・・・（２）式
【請求項２】
　上記制御部は、所定の凹凸パターンに応じて、上記保護層を上記熱転写受容シートに熱
転写し、
　上記保護層の熱転写時の凹凸パターンは、上記保護層の熱転写時に印加される熱エネル
ギの違いにより形成される異なる３つの熱エネルギ領域を有し、
　上記異なる３つの熱エネルギ領域に印加する熱エネルギｅ１，ｅ２，ｅ３は、上記熱転
写受容シート上に上記保護層を熱転写可能な最小の熱エネルギｅ０に対し、下記の（３）
式に示す関係を有する請求項１に記載の画像形成装置。
第１の熱エネルギｅ１＞第２の熱エネルギｅ２＞ｅ０＞第３の熱エネルギｅ３・・・（３
）式
【請求項３】
　上記保護層の熱転写時の凹凸パターンは、上記第１の熱エネルギ領域と上記第２の熱エ
ネルギ領域との境界において、上記第３の熱エネルギ領域を有する請求項２に記載の画像
形成装置。
【請求項４】
　上記熱転写受容シートは、上記支持体に上記中間層と上記色材受容層とが順次積層して
なり、
　上記中間層は、中空粒子を含有してなる請求項３に記載の画像形成装置。
【請求項５】
　シート上に色材層と保護層とが走行方向に並んで形成された熱転写シートを走行させる
ステップと、
　少なくとも支持体上に色材を受容する色材受容層が形成された熱転写受容シートを搬送
するステップと、
　上記熱転写受容シートの色材受容層と上記熱転写シートの色材層とを対向させた状態で
サーマルヘッドによって熱エネルギを印加し、上記熱転写シートの色材層を上記熱転写シ
ートの上記色材受容層に熱転写し画像を形成するステップと、
　上記熱転写受容シートに形成された画像と上記熱転写シートの保護層とを対向させた状
態で上記サーマルヘッドによって熱エネルギを印加し、上記熱転写シートの保護層を上記
熱転写シートに形成された画像上に熱転写するステップとを有し、
　下記（１）式に示す上記色材層の熱転写前後の上記熱転写受容シートの増加方向の厚さ
変化量ΔＨが０＜ΔＨとなる印画条件で印画し、且つ下記（２）式に示す上記保護層の熱
転写前後の上記熱転写受容シートの増加方向の厚さ変化量ΔＬがΔＬ＜０となる印画条件
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で印画する画像形成方法。
ΔＨ＝（色材層の熱転写後の熱転写受容シートの厚さ）－（色材層の熱転写前の熱転写受
容シートの厚さ）・・・（１）式
ΔＬ＝（保護層の熱転写後の熱転写受容シートの厚さ）－（保護層の熱転写前の熱転写受
容シートの厚さ）・・・（２）式
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、熱転写受容シートの表面に所望の凹凸を形成し、絹目調画像を実現可能な画
像形成装置及び画像形成方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　昇華型感熱転写記録技術は、非銀塩写真プロセス、非電子写真プロセスで、小型、保守
性、即時性を備えた銀塩カラー写真画像に近い画像形成技術である。画像形成の原理は、
サーマルヘッドに対し画像信号により制御された熱エネルギが加わり、熱エネルギに応じ
て熱転写シート上の色材が相変化（溶融または昇華）し記録紙上に転移して階調を含む画
像を形成するものである。この記録方式は、使用する色材が染料であることから非常に鮮
明であり、かつ透明性に優れているため、得られる画像は中間色の再現性や諧調性に優れ
、銀塩写真に匹敵する画像を形成可能である。
【０００３】
　近年のコンピュータの家庭への普及に伴い昇華型感熱転写記録方式、インクジェット記
録方式をはじめとする種々の記録方式のホームユースへの応用が盛んに行われている。ま
た近年のディジタルカメラの急速な普及により高画質で銀塩写真に匹敵する写真プリント
への要望が急速に拡大している。
【０００４】
　写真プリントには種々の特性が要求されるが、要求特性のひとつとして絹目調画像が挙
げられる。銀塩写真における絹目調画像とは、表面に微細な凹凸を設けることで光の散乱
が発生し正反射光を減少させるものであり、表面のミクロ的な光沢を維持しつつ写像性を
低下させることでより高級感のある画像を得るものである。絹目調画像は、特にポートレ
ートサイズ等の大判写真への高級感付与に有効な手段であり、昇華型感熱転写記録方式に
おいても絹目調画像への対応が求められている。
【０００５】
　特許文献１には、基材上に受容層を設けた熱転写受像シートと、基材上に昇華性染料を
含有する染料層を有した熱転写シートを重ねて加熱して印画物を形成する方法が記載され
ている。具体的に、特許文献１では、該受容層に昇華性染料による熱転写画像を形成し、
その後に基材上に熱転写性保護層を設けた熱転写シートを用いて、該熱転写画像の少なく
とも一部分の上に、保護層を熱転写して設けている。そして、特許文献１では、該保護層
の少なくとも一部分に、加熱条件下で、表面が凹凸形状を有するエンボス版を型押しする
ことにより、表面にマット形状を形成する印画物の作成方法が提案されている。しかしな
がら、このような特許文献１の印画物作成手法では、プリンタとは別の大掛かりな装置を
用意する必要があり、コストの問題が発生する。また、プリンタによる印画とは別工程を
必要とすることから生産性の問題も発生する。
【０００６】
　特許文献２では、画像色素をバインダー中に含む少なくとも一つの色素層領域と転写可
能な保護層を構成する別の領域とを支持体上に有して成る感熱色素転写用色素供与体要素
について記載されている。具体的に、特許文献２には、転写可能な保護層を構成する領域
の大きさは色素層領域とほぼ同等であり、この保護層は未膨張合成熱可塑性高分子微小球
体を含有し、微小球体の未膨張状態の粒径は５μｍ～２０μｍの範囲にある。そして、画
像受容性層にその表面に艶消面を付与するために保護層を転写する際の加熱時に、この微
小球体の粒径は、２０ｍ～１２０μｍの範囲に膨張することが提案されている。しかしな
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がら、このような特許文献２の手法では、絹目調画像に必要な表面の凹凸が得られておら
ず、銀塩写真並みの絹目調を得ることができない。また、特許文献２の手法では、保護層
に微小球体を含むことから艶消面が常に付与されることとなり、状況に応じた光沢画像、
絹目調画像の使い分けができない。
【０００７】
　特許文献３では、基材上に、熱転写性の保護層、接着層を順次積層し、保護層が熱可塑
性樹脂と無機層状化合物からなる保護層転写シートを用い、受像体上の画像の上に、この
保護層転写シートを用いて保護層を熱転写し、熱転写時の加熱量を可変、制御して、保護
層の表面光沢量を可変する保護層形成方法について記載されている。しかしながら、この
ような特許文献３の手法では、表面に光沢の差が生じているのみで絹目調画像に必要な表
面の凹凸が得られておらず、銀塩写真並みの絹目調を得ることができない。
【０００８】
　特許文献４では、熱転写シートの色材層を被記録媒体に熱転写する際の被記録媒体の厚
さ変化量Ｄｘを下記（１）式で定義し、熱転写シートの保護層を被記録媒体に熱転写され
た画像上に熱転写する際の被記録媒体の厚さ変化量Ｄｙを下記（２）式で定義したとき、
Ｄｙ≧Ｄｘとなるように、被記録媒体の搬送速度を制御することが記載されている。
Ｄｘ＝｜Ｌｂ－Ｌａ｜ ・・・（１）
Ｄｙ＝｜Ｌｃ－Ｌａ｜ ・・・（２）
Ｌａ＝画像形成前の被記録媒体の厚さ
Ｌｂ＝画像形成後の被記録媒体における厚さが最小となる箇所の厚さ
Ｌｃ＝被記録媒体上に保護層を熱転写可能な最小の熱エネルギをサーマルヘッドに印加し
たときの被記録媒体の厚さ。
【０００９】
　すなわち、特許文献４では、色材層の熱転写時の搬送速度を速くすることで、色材層の
熱転写時に被記録媒体が厚さ方向につぶれる量を少なくし、保護層の熱転写時の搬送速度
を遅くすることで、保護層の熱転写時に被記録媒体が厚さ方向に多くつぶれるようにし、
絹目調画像に必要な表面の凹凸を形成することが提案されている。しかしながら、特許文
献４では、色材層の熱転写時に被記録媒体が厚さ方向につぶれてしまうために、保護層の
熱転写時に、銀塩写真並みの絹目調を得るに必要な高低差のある凹凸を形成するためのつ
ぶれ量を確保することができない虞がある。
【００１０】
【特許文献１】特開２００６－１８２０１２号公報
【特許文献２】特開２０００－１５３６７４号公報
【特許文献３】特開２００４－１０６２６０号公報
【特許文献４】特開２００７－０７６３３２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明は、このような従来の事情に鑑みて提案されたものであり、熱転写受容シートの
表面に所望の凹凸を形成し、絹目調画像を実現可能な画像形成装置及び画像形成方法を提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上述した目的を達成するために本発明に係る画像形成装置は、シート上に色材層と保護
層とが走行方向に並んで形成された熱転写シートを走行させる走行部と、少なくとも支持
体上に色材を受容する色材受容層が形成された熱転写受容シートを搬送する搬送部と、熱
転写受容シートの色材受容層と熱転写シートの色材層及び保護層とを対向させた状態で熱
エネルギを印加し、熱転写シートの色材層及び保護層を熱転写受容シートに順に熱転写す
るサーマルヘッドと、サーマルヘッドの熱エネルギを制御する制御部とを備える。
【００１３】
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　また、本発明に係る画像形成方法は、シート上に色材層と保護層とが走行方向に並んで
形成された熱転写シートを走行させるステップと、少なくとも支持体上に色材を受容する
色材受容層が形成された熱転写受容シートを搬送するステップと、熱転写受容シートの色
材受容層と熱転写シートの色材層とを対向させた状態でサーマルヘッドによって熱エネル
ギを印加し、熱転写シートの色材層を熱転写シートの色材受容層に熱転写し画像を形成す
るステップと、熱転写受容シートに形成された画像と熱転写シートの保護層とを対向させ
た状態でサーマルヘッドによって熱エネルギを印加し、熱転写シートの保護層を熱転写シ
ートに形成された画像上に熱転写するステップとを有する。
【００１４】
　これら本発明に係る画像形成装置及び画像形成方法は、下記（１）式に示す色材層の熱
転写前後の熱転写受容シートの増加方向の厚さ変化量ΔＨが、０＜ΔＨとなる印画条件で
印画し、且つ下記（２）式に示す保護層の熱転写前後の熱転写受容シートの増加方向の厚
さ変化量ΔＬが、ΔＬ＜０となる印画条件で印画する。
ΔＨ＝（色材層の熱転写後の熱転写受容シートの厚さ）－（色材層の熱転写前の熱転写受
容シートの厚さ）・・・（１）式
ΔＬ＝（保護層の熱転写後の熱転写受容シートの厚さ）－（保護層の熱転写前の熱転写受
容シートの厚さ）・・・（２）式
【００１５】
　また、本発明に係る画像形成装置は、制御部は、凹凸パターンに応じて、保護層を熱転
写受容シートに熱転写し、保護層の熱転写時の凹凸パターンは、保護層の熱転写時に印加
される熱エネルギの違いにより形成される異なる３つの熱エネルギ領域を有し、異なる３
つの熱エネルギ領域に印加する熱エネルギｅ１，ｅ２，ｅ３は、熱転写受容シート上に保
護層を熱転写可能な最小の熱エネルギｅ０に対し、下記の（３）式に示す関係を有する。
第１の熱エネルギｅ１＞第２の熱エネルギｅ２＞ｅ０＞第３の熱エネルギｅ３・・・（３
）式
【００１６】
　また、本発明に係る画像形成装置は、保護層の熱転写時の凹凸パターンは、第１の熱エ
ネルギ領域と第２の熱エネルギ領域との境界において、第３の熱エネルギ領域を有する。
【００１７】
　また、本発明に係る画像形成装置は、熱転写受容シートが、少なくとも支持体に中間層
と色材受容層とを順次積層してなり、中間層が、中空粒子を含有してなる。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、色材層の熱転写前後の熱転写受容シートの増加方向の厚さ変化量ΔＨ
が、０＜ΔＨとなる印画条件で印画し、且つ保護層の熱転写前後の熱転写受容シートの増
加方向の厚さ変化量ΔＬが、ΔＬ＜０となる印画条件で印画することにより、印画物表面
に所望の凹凸を形成し、高品質な絹目調画像が実現可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、本発明を適用した昇華型の画像形成装置を、図面を参照して説明する。
【００２０】
　この画像形成装置１は、図１に示すように、印画時、印画紙等の被記録媒体２である熱
転写受容シート２を、搬送部３を構成するガイドローラ４でガイドし、キャプスタン５と
ピンチローラ６とで挟持して走行させる。また、この画像形成装置１には、熱転写シート
７を収容したカートリッジが装着され、走行部８を構成する巻取リール９が回転駆動され
ることによって、熱転写シート７を供給リール１０から巻取リール９に走行させる。熱転
写シート７のインクを熱転写受容シート２に熱転写する印画位置には、サーマルヘッド１
１とプラテンローラ１２とが対向配置されている。熱転写シート７は、サーマルヘッド１
１によって熱転写受容シート２に所定の圧力で押圧されながら、染料が昇華され、熱転写
受容シート２に熱転写される。
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【００２１】
　ここで、熱転写受容シート２について図２を参照して説明する。この熱転写受容シート
２は、支持体２ａの一方の面に中間層２ｂと色材受容層２ｃとが順次積層してなり、支持
体２ａの他方の面に、バックコート層２ｄが形成されてなる。
【００２２】
　支持体２ａは、セルロースパルプを主成分とする紙類や合成樹脂フィルム等が挙げられ
る。セルロースパルプを主成分とする紙類としては、上質紙、中質紙、コート紙、樹脂ラ
ミネート紙等が挙げられる。また、合成樹脂フィルムとしては、ポリエチレン、ポリプロ
ピレン、ポリエチレンテレフタレート、ポリアミド、ポリ塩化ビニル、ポリスチレン、ポ
リカーボネート等が挙げられる。なお、支持体２ａは、これらに限定されるものではなく
、これらの樹脂フィルム同士、あるいは他のフィルムやセルロースパルプを主成分とする
支持体２ａとの積層貼合による多層フィルムであってもよい。
【００２３】
　中間層２ｂは、中空粒子を含有する層を積層してなる。この中空粒子としては、低沸点
炭化水素をコアとし、塩化ビニリデン、アクリロニトリルなどの熱可塑性樹脂の殻壁でマ
イクロカプセル化したもの挙げられる。例えば、ダイフォーム（大日精化工業株式会社）
、アドバンセル（積水化学工業株式会社）、マツモトマイクロスフェアーＦ（松本油脂製
薬株式会社）が挙げられる。なお、これらの中空粒子は、上述したようなものに限定され
るものではなく、未発泡の状態で塗工した後の乾燥工程で発泡させる、あるいは予め発泡
させ中空粒子層塗工液を作成し塗工してもよい。
【００２４】
　また、中空粒子層に用いるバインダー樹脂としては、水溶性高分子化合物または水に対
し分散した樹脂が好ましい。例えば、バインダー樹脂としては、ポリビニルアルコール、
カルボキシル変性ポリビニルアルコール、アセトアセチル変性ポリビニルアルコール、ア
クリル系エマルジョン、アクリル酸エステル系エマルジョン、スチレン－アクリル系エマ
ルジョン、スチレン-ブタジエン系ラテックス、アクリロニトリル－ブタジエン系ラテッ
クス等が用いられる。なお、これに限定されるものではなく、水溶性高分子化合物または
水に対し分散した樹脂であればよい。
【００２５】
　このような中空粒子層は、グラビアコーター、ロールコーター、ダイコーター、カーテ
ンコーター、ブレードコーター、ワイヤーブレード等により塗工される。中空粒子層の固
形分塗工量は、好ましくは１～１００ｇ／ｍ２であり、さらに好ましくは５～５０ｇ／ｍ
２である。ここでは、中空粒子層の固形塗工量が１ｇ／ｍ２以上とすることにより、十分
な断熱性、クッション性を得られることができる。また、中空粒子層の固形塗工量が１０
０ｇ／ｍ２以下とすることにより、飽和状態となることを防止することができる。
【００２６】
　色材受容層２ｃは、中間層２ｂの一方の面上に設けられる。色材受容層２ｃは、熱転写
シート７から熱転写される染料を受容し、受容した染料を保持する層である。色材受容層
２ｃとしては、アクリル樹脂、ポリエステル樹脂、ポリビニルアセタール樹脂、ポリビニ
ルブチラール樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂、ポリ酢酸ビニル樹脂、ポリ塩化ビニル－ポリ酢
酸ビニル共重合体樹脂、セルロースアセテートブチレート樹脂、ポリカーボネート樹脂、
ポリスチレン樹脂、ポリアミド樹脂等が挙げられる。なお、色材受容層２ｃは、インクリ
ボンから熱転写される染料との相溶性に優れ、熱転写後のインクリボンの剥離性に優れ、
ラミネート層樹脂との相溶性に優れるものであれば、これらの樹脂に限定されるものでは
ない。また、これらの樹脂に対し、架橋剤、離型剤、フィラー、酸化防止剤、紫外線吸収
剤等を添加したものであってもよい。
【００２７】
　このような色材受容層２ｃの固形分塗工量は、好ましくは１～１５ｇ／ｍ２であり、さ
らに好ましくは２～１０ｇ／ｍ２である。色材受容層２ｃの固形分塗工量は、１ｇ／ｍ２

以上とすることにより、塗料の成膜性の向上を図ることができ、すなわち、支持体２ａ、
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中間層２ｂの凹凸の影響を受けずに平滑な色材受容層２ｃを形成することができる。また
、固形分塗工量は、１５ｇ／ｍ２を以下とすることにより、サーマルヘッド１１から加え
られた熱エネルギの断熱効果の低下を防止することができ、印画濃度の低下を防止するこ
とができる。加えて、色材受容層２ｃの割れやカール等、種々の問題の発生を防止するこ
とができる。
【００２８】
　バックコート層２ｄは、支持体２ａの他方の面に形成され、色材受容層２ｃと接触した
際の色材受容層２ｃの傷つき防止、帯電防止、カール矯正、ガイドローラ４やプラテンロ
ーラ１２との摩擦の低減等を図り、印画時にプリンタの搬送性を向上させる。このような
バックコート層２ｄは、樹脂とフィラーとから構成される。樹脂として好適なものとして
は、アクリル樹脂、エポキシ樹脂、ポリエステル樹脂、フェノール樹脂、ウレタン樹脂、
メラミン樹脂、ポリビニルアセタール樹脂、ポリビニルブチラール樹脂等が挙げられる。
フィラーとして好適なものとしては、種々の有機、無機フィラーが挙げられる。有機フィ
ラーの代表的なものとしては、ナイロンフィラー、セルロースフィラー、ベンゾグアナミ
ンフィラー、スチレンフィラー、アクリルフィラー、シリコンフィラー等が挙げられる。
無機フィラーとして代表的なものとしては、シリカ、タルク、クレー、カオリン、マイカ
、スメクタイト、硫酸バリウム、二酸化チタン、炭酸カルシウム等が挙げられる。
【００２９】
　以上のような構成を有する熱転写受容シート２は、中間層２ｂに対し中空粒子を含有す
る層を積層することにより、中空粒子が色材層の熱転写時の熱エネルギによりわずかに膨
張することで、色材層の熱転写時の意図しない凹凸形成を抑制することができる。このと
き、熱転写受容シート２は、更に、中間層２ｂと色材受容層２ｃとの密着性を向上させる
ことができるとともに、サーマルヘッド１１から加えられる所定の圧力に対するクッショ
ン性の向上を図ることができる。
【００３０】
　また、熱転写受容シート２は、後述するサーマルヘッド１１を用いて保護層７ｆの熱転
写時の熱エネルギを選択的に変化させて中間層２ｂに加わる熱エネルギに差が設けられる
ことで、中間層２ｂの中空粒子のつぶれ方の差により所望の凹凸パターンが形成され、表
面が任意に絹目調に表面加工処理される。この際、熱転写受容シート２は、中空粒子が色
材層の熱転写時の熱エネルギにより膨張することで、色材層の熱転写時に厚さ方向につぶ
れてしまう従来の熱転写受容シートよりも、保護層７ｆの熱転写時のつぶれ量を多く取る
ことができ、高低差のある凹凸パターンを形成することができる。
【００３１】
　なお、本発明で使用する熱転写受容シート２は、支持体２ａ上に中間層２ｂと色材受容
層２ｃとが形成されていれば、その他の構成は、特に限定されるものではない。
【００３２】
　一方、熱転写シート７は、図３に示すように、ポリエステルフィルム、ポリスチレンフ
ィルム等の合成樹脂フィルムでなる支持体７ａの一方の面に、画像を形成するイエロー、
マゼンタ、シアン、ブラックの各色の染料と熱可塑性樹脂とで形成された色材層７ｂ、７
ｃ、７ｄ、７ｅ及び例えば色材層７ｂ、７ｃ、７ｄ、７ｅと同じ熱可塑性樹脂で形成され
画像表面を保護する保護層７ｆが長手方向に並んで設けられている。そして、支持体７ａ
には、色材層７ｂ、７ｃ、７ｄ、７ｅ及び保護層７ｆを一組として、順次、長手方向に並
んで形成されている。色材層７ｂ、７ｃ、７ｄ、７ｅ及び保護層７ｆは、サーマルヘッド
１１により印画する画像データに応じた熱エネルギが印加されることによって、熱転写受
容シート２の色材受容層２ｃに順次熱転写される。
【００３３】
　なお、本発明で使用する熱転写シート７は、少なくとも一の色材層７ｂ、７ｃ、７ｄ、
７ｅと保護層７ｆとを有していれば、その他の構成は特に限定されるものではない。例え
ば、熱転写シート７は、ブラックの色材層７ｅと保護層７ｆで構成されていても良く、ま
た、イエロー、マゼンタ、シアンの色材層７ｂ、７ｃ、７ｄと保護層７ｆとで構成されて
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いても良い。
【００３４】
　サーマルヘッド１１は、図４に示すように、セラミック基板１１ａにグレース層１１ｂ
を介して発熱抵抗体等でなる発熱素子１１ｃがライン状に設けられ、その上層に、発熱素
子１１ｃを保護する保護層１１ｄが設けられている。セラミック基板１１ａは、放熱性に
優れ、発熱素子１１ｃの蓄熱を防止する機能を有する。また、グレース層１１ｂは、発熱
素子１１ｃを熱転写受容シート２や熱転写シート７に当接させるため、発熱素子１１ｃを
熱転写受容シート２や熱転写シート７に突出させるものであり、また、発熱素子１１ｃの
熱がセラミック基板１１ａに吸収され過ぎないようにするためのバッファ層となる。サー
マルヘッド１１は、１ラインずつ熱転写受容シート２との間に介在する熱転写シート７の
染料を発熱素子１１ｃで加熱し昇華させて熱転写受容シート２に熱転写する。
【００３５】
　以上のように構成された画像形成装置１の制御システム２０について説明する。
【００３６】
　図５に示すように、制御システム２０は、制御メモリ２１ａに格納された画像形成装置
１の全体の動作を制御する制御プログラムに基づいて、全体の動作を制御するシステム制
御部２１を有する。また、制御メモリ２１ａには、サーマルヘッド１１によって保護層７
ｆの熱転写時に使用する熱転写パターンとなる保護層７ｆの凹凸パターンが格納されてい
る。なお、保護層７ｆの凹凸パターンについては、後述する。
【００３７】
　また、制御システム２０は、例えば記録媒体が装着される記録及び／又は再生装置等の
図示しない電気機器と接続され、画像データが入力される画像入力部２２と、画像入力部
２２より入力された画像データを一旦保存するメモリ２３とを有する。
【００３８】
　また、制御システム２０は、保護層７ｆの凹凸パターンを制御メモリ２１ａから読み出
し、メモリ２３に保存するメモリ制御部２４を有する。
【００３９】
　また、制御システム２０は、メモリ２３に保存された画像データに画像処理を施し印画
用画像データを生成する画像処理部２５を有する。画像処理部２５は、例えば、メモリ２
３に保存された画像データを、色変換、ガンマ処理、シャープネス処理、蓄熱補正処理等
、或いは、後述する操作・表示部２８から指示された印画サイズ変換や画像修飾等、また
、サーマルヘッド１１の特性や駆動方式、熱転写受容シート２や熱転写シート７の特性等
、種々の印画条件に合わせた画像処理を施し、印画用画像データを生成する。
【００４０】
　この際、画像処理部２５は、上述した種々の印画条件に合わせた画像処理を施すととも
に、下記（１）式に示す色材層７ｂ、７ｃ、７ｄ、７ｅの熱転写前後の熱転写受容シート
２の増加方向の厚さ変化量ΔＨ（μｍ）が０＜ΔＨとなる印画条件で印画し、且つ下記（
２）式に示す保護層７ｆの熱転写前後の熱転写受容シート２の増加方向の厚さ変化量ΔＬ
（μｍ）がΔＬ＜０となる印画条件で印画するように印画用画像データを生成する。
ΔＨ＝（色材層の熱転写後の熱転写受容シートの厚さ）－（色材層の熱転写前の熱転写受
容シートの厚さ）・・・（１）式
ΔＬ＝（保護層の熱転写後の熱転写受容シートの厚さ）－（保護層の熱転写前の熱転写受
容シートの厚さ）・・・（２）式
【００４１】
　また、制御システム２０は、画像処理部２５から供給された印画用画像データ及び保護
層７ｆの凹凸パターンに基づいて、サーマルヘッド１１を構成する発熱素子１１ｃを駆動
する駆動信号を生成するヘッド制御部２６を有する。ヘッド制御部２６は、印画用画像デ
ータ及び保護層７ｆの凹凸パターンに応じた駆動信号をサーマルヘッド１１へ供給し、サ
ーマルヘッド１１の発熱素子１１ｃを駆動する。
【００４２】
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　また、制御システム２０は、画像処理部２５から供給された印画用画像データに基づい
て、熱転写受容シート２を所定の搬送路上を搬送する搬送部３と熱転写シート７を所定の
搬送路上を走行する走行部８とを制御する制御部２７を有する。
【００４３】
　また、制御システム２０は、印画する画像を表示する例えばＬＣＤ（Liquid Crystal D
isplay）やＣＲＴ（Cathode Ray Tube）等の図示しない表示装置が接続される操作・表示
部２８を有する。操作・表示部２８は、表示装置をユーザが操作することにより指示され
た印画する画像の印画サイズ変換や画像修飾等の指示データが入力される。
【００４４】
　また、制御システム２０は、図示しない外部のコンピュータやネットワークに接続され
るＩＦ部２９を有する。ＩＦ部２９は、外部のコンピュータからネットワークを介して、
画像データや保護層７ｆの凹凸パターンが入力されたり、遠隔地の遠隔操作装置からの本
装置の操作信号が入力されたり、ネットワークを介して、本装置の稼動状況データを遠隔
地の外部のコンピュータに送信する。
【００４５】
　また、制御システム２０は、イエローの色材層７ｂ、マゼンタの色材層７ｃ、シアンの
色材層７ｄ、ブラックの色材層７ｅ及び保護層７ｆの位置や、熱転写受容シート２の印画
開始位置を検出するセンサ部３０とを有する。具体的に、センサ部３０は、画像を熱転写
受容シート２に印画する際に、熱転写受容シート２に設けられ、熱転写受容シート２の印
画領域の始端及び終端を示す検知マークや、図３に示すような熱転写シート７の各色材層
７ｂ，７ｃ，７ｄ，７ｅ及び保護層７ｆの搬送方向上流側に設けられ、各色材層７ｂ，７
ｃ，７ｄ，７ｅ及び保護層７ｆの始端及び終端を示す検出マーク７ｇ，７ｈ，７ｉ，７ｊ
，７ｋや、保護層７ｆの搬送方向下流側に設けられ、一組の各色材層７ｂ，７ｃ，７ｄ，
７ｅ及び保護層７ｆの終端を示す検出マーク７ｌを検出する。
【００４６】
　ここで、以上のように構成された画像形成装置１の印画動作について説明する。
【００４７】
　システム制御部２１は、画像入力部２２又はＩＦ部２９から入力された画像データをメ
モリ２３に一旦保存する。次いで、システム制御部２１は、メモリ制御部２４を介して、
保護層７ｆの凹凸パターンを制御メモリ２１ａから読み出し、メモリ２３に保存する。
【００４８】
　次いで、システム制御部２１は、画像処理部２５を介して、メモリ２３に保存された画
像データに、色変換、ガンマ処理、シャープネス処理、蓄熱補正処理等の画像処理を施す
。そして、システム制御部２１は、画像処理部２５を介して、画像処理が施された画像デ
ータから、上記（１）式に示す色材層７ｂ、７ｃ、７ｄ、７ｅの熱転写前後の熱転写受容
シート２の増加方向の厚さ変化量ΔＨが、０＜ΔＨとなる印画条件で印画する印画用画像
データを生成する。なお、特許文献４のような従来では色材層７ｂ、７ｃ、７ｄ、７ｅを
熱転写すると、０＞ΔＨとなっていたのを、ここでは、熱転写受容シート２が、色材層７
ｂ、７ｃ、７ｄ、７ｅの熱転写時の熱エネルギにより膨張する中空粒子を含有した中間層
２ｂを有することで、０＜ΔＨとなるようにしている。
【００４９】
　次いで、システム制御部２１は、ヘッド制御部２６を介して、画像処理部２５から供給
された印画用画像データ及び保護層７ｆの凹凸パターンに応じて、サーマルヘッド１１を
構成する発熱素子１１ｃを駆動する駆動信号を生成する。
【００５０】
　次いで、システム制御部２１は、制御部２７を介して、駆動信号に応じて搬送部３を駆
動制御し、センサ部３０により検出された熱転写受容シート２の印画開始位置を、サーマ
ルヘッド１１の位置まで搬送する。
【００５１】
　また、システム制御部２１は、搬送した熱転写受容シート２にイエローの色材層７ｂ、
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マゼンタの色材層７ｃ、シアンの色材層７ｄ、ブラックの色材層７ｅ、保護層７ｆの順に
熱転写できるように、制御部２７を介して、駆動信号に応じて走行部８を駆動制御し、熱
転写シート７を走行させる。
【００５２】
　次いで、システム制御部２１は、ヘッド制御部２６を介して、印画用画像データに応じ
た駆動信号に応じてサーマルヘッド１１を駆動し、色材層７ｂ、７ｃ、７ｄ、７ｅの熱転
写前後の熱転写受容シート２の増加方向の厚さ変化量ΔＨが、０＜ΔＨとなり、熱転写シ
ート７の色材層７ｂ、７ｃ、７ｄ、７ｅをイエロー、マゼンタ、シアン、ブラックの順に
印画用画像データに応じた濃度となるように熱転写し、熱転写受容シート２に画像を形成
する。
【００５３】
　次いで、システム制御部２１は、熱転写受容シート２を走行させながら、ヘッド制御部
２６を介して、保護層７ｆの凹凸パターンに応じた駆動信号に応じてサーマルヘッド１１
を駆動し、保護層７ｆの熱転写前後の熱転写受容シート２の増加方向の厚さ変化量ΔＬが
ΔＬ＜０となるとともに、保護層７ｆの凹凸パターンに応じて、保護層７ｆを画像上に熱
転写する。
【００５４】
　ここで、保護層７ｆの凹凸パターンについて説明を行う。保護層７ｆの熱転写時の保護
層７ｆの凹凸パターンとしては、図８（Ａ）に示すように、保護層７ｆの熱転写時に印加
される熱エネルギの違いにより形成される異なる３つの熱エネルギ領域Ｅ１，Ｅ２，Ｅ３
を有する。なお、図８（Ａ）中において、入力信号強度が高いほど保護層７ｆの熱転写時
の熱エネルギが高いことになる。そして、異なる３つの熱エネルギ領域Ｅ１，Ｅ２，Ｅ３
に印加する熱エネルギｅ１，ｅ２，ｅ３は、熱転写受容シート２上に保護層７ｆを熱転写
可能な最小の熱エネルギｅ０に対し、下記の（３）式に示す関係を有する。
第１の熱エネルギｅ１＞第２の熱エネルギｅ２＞ｅ０＞第３の熱エネルギｅ３・・・（３
）式
【００５５】
　熱転写受容シート２上には、第１の熱エネルギ領域Ｅ１と第２の熱エネルギ領域Ｅ２と
の保護層７ｆの熱転写時に印加される熱エネルギｅ１，ｅ２の違いにより、中間層２ｂに
加わる熱エネルギに差が設けられ、保護層７ｆの表面及び中間層２ｂの中空粒子のつぶれ
方の差により凹凸が形成される。具体的に、第１の熱エネルギ領域Ｅ１によって、保護層
７ｆの凹凸パターンの凸部分が形成される。また、第２の熱エネルギ領域Ｅ２によって、
保護層７ｆの凹凸パターンの凹部分が形成される。これにより、熱転写受容シート２上に
は、絹目調画像が形成される。
【００５６】
　この際、熱転写受容シート２上には、第１の熱エネルギ領域Ｅ１と第２の熱エネルギ領
域Ｅ２との境界において、熱転写受容シート２上に保護層７ｆを熱転写可能な最小の熱エ
ネルギｅ０より小さな熱エネルギである第３の熱エネルギｅ３が印加される第３の熱エネ
ルギ領域Ｅ３を有する。これにより、熱転写受容シート２上には、より高低差の大きい凹
凸が形成される。したがって、熱転写受容シート２上には、更に絹目調画像の画質の向上
を図ることができる。
【００５７】
　このとき、第３の熱エネルギｅ３は、単独では熱転写受容シート２上に保護層７ｆを熱
転写不能の大きさであるが、隣接する画素に印加される第１の熱エネルギｅ１及び第２の
熱エネルギｅ２が伝わることで、第３の熱エネルギ領域Ｅ３が第１の熱エネルギ領域Ｅ１
及び第２の熱エネルギ領域Ｅ２と混在する場合、熱転写受容シート２上に保護層７ｆを熱
転写することができる。したがって、第３の熱エネルギ領域Ｅ３の他の第１の熱エネルギ
領域及び第２の熱エネルギ領域に対する比率は、保護層７ｆの転写性に問題のない程度と
することが望ましい。
【００５８】
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　なお、保護層７ｆの凹凸パターンは、制御メモリ２１ａに格納されていることに限定さ
れるものではなく、メモリ２３に格納されていてもよい。
【００５９】
　また、保護層７ｆの凹凸パターンは、画像入力部２２又はＩＦ部２９から入力され、第
１の熱エネルギ領域Ｅ１と第２の熱エネルギ領域Ｅ２とを有する凹凸パターン、或いは、
制御メモリ２１ａ又はメモリ２３に既に格納されている第１の熱エネルギ領域Ｅ１と第２
の熱エネルギ領域Ｅ２とを有する保護層７ｆの凹凸パターンから、これら異なる第１及び
第２の熱エネルギ領域Ｅ１，Ｅ２の境界において、画像処理部２５でシャープネス制御を
行いシャープネス化を図り、図９（Ａ）に示すような熱転写受容シート２上に保護層７ｆ
を熱転写可能な最小の熱エネルギｅ０より小さな第３の熱エネルギｅ３で保護層７ｆの熱
転写を行う第３の熱エネルギ領域Ｅ３を形成し、異なる３つの熱エネルギ領域Ｅ１，Ｅ２
，Ｅ３を有するようなものでもよい。更に、上述したようなシャープネス化した保護層７
ｆの凹凸パターンを、予め制御メモリ２１ａ又はメモリ２３に格納しておくようにしても
よい。
【実施例１】
【００６０】
　以下、実施例及び比較例を挙げて本発明を具体的に説明する。
【００６１】
＜熱転写受容シートＡ＞
　支持体２ａとして厚さ１５０μｍのアート紙を使用し、その片面に下記表１に示す組成
の中間層塗工液を固形分塗工量４０ｇ／ｍ２となるよう塗工乾燥させ中間層２ｂを形成し
た。
【００６２】
【表１】

【００６３】
　上記中間層２ｂを塗工乾燥後の支持体２ａに対し、下記表２に示す組成の色材受容層塗
工液を固形分塗工量が５ｇ／ｍ２となるよう塗工乾燥させた後、５０℃で４８時間硬化さ
せ色材受容層２ｃを形成し、熱転写受容シートＡとした。
【００６４】
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【表２】

【００６５】
＜熱転写受容シートＢ＞
　熱転写受容シートＡの中間層２ｂに替えて空隙構造を有するポリオレフィン系熱可塑性
樹脂（トヨパール－ＳＳ　Ｐ４２５６、東洋紡績株式会社）を用いた。該樹脂フィルムを
、ポリウレタン系接着剤を使用し、ドライラミネート法により支持体と貼合した。支持体
２ａ及び色材受容層２ｂは、熱転写受容シートＡと同様の組成・手法で形成し、熱転写受
容シートＢとした。
【００６６】
＜評価１＞
　熱転写受容シートＡ及びＢに対し、下記条件で印画後、熱転写受容シートの膜厚を測定
し、印画前後の膜厚変化を算出した。
【００６７】
＜印画条件＞
・プリンタ：デジタルフォトプリンター（ＵＰ－ＤＲ１５０、ソニー株式会社製、解像度
３３４ｄｐｉ）
・熱転写シート：２ＵＰＣ－Ｒ１５５（イエロー、マゼンタ、シアンの各染料インク層及
び保護層を有する）
・印画画像：イエロー、マゼンタ、シアンによる黒の階調画像（１，２・・・５，６）、
１階調目から６階調目に向かって印加する熱エネルギが増加。
・印画速度：０．７ｍｓｅｃ／ｌｉｎｅ，２．０ｍｓｅｃ／ｌｉｎｅ，４．０ｍｓｅｃ／
ｌｉｎｅ
・保護層の熱転写エネルギ：低搬送速度時（２．０ｍｓｅｃ／ｌｉｎｅ、４．０ｍｓｅｃ
／ｌｉｎe）におけるストローブパルス幅を調整し、各階調において高搬送速度時（０．
７ｍｓｅｃ／ｌｉｎｅ）の場合と同一の記録濃度特性を示すように調整した。
【００６８】
　熱転写受容シートＡ及びＢについて印画時の搬送速度０．７，２．０，４．０ｍｓｅｃ
／ｌｉｎｅにおける熱転写受容シートＡの厚さ変化を図６に示し、熱転写受容シートＢの
厚さ変化を図７に示す。なお横軸のゼロは印画処理を行わないエネルギゼロの部分を示す
。
【００６９】
　ここで本発明における第３の熱エネルギｅ３について記述する。図６及び図７における
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２階調目が保護層を熱転写可能な最小の熱エネルギｅ０に相当する。保護層の熱転写が不
可能から可能に変わる階調部（２階調目）を境として、低階調側を保護層の熱転写不能エ
ネルギ領域、高階調側を保護層の熱転写可能エネルギ領域と定義した。図６及び図７に示
すように、本発明における第３の熱エネルギｅ３は、２階調目を境として低階調側の熱エ
ネルギ領域と定義する。なお、保護層の熱転写に使用した熱印加エネルギプロファイルは
画像形成時のイエロー用のものを使用した。
＜評価２＞
【００７０】
　熱転写受容シートＡ及びＢに対し各条件でマット画像を作成し印画物に対し目視で評価
を実施した。評価結果を表３に示す。評価基準は以下のとおりである。
◎：銀塩写真と同等の絹目調が再現されており非常に良好
○：銀塩写真と同等の絹目調が再現されており良好
△：銀塩写真より劣る絹目であり不良。
×：銀塩写真とはかけ離れた絹目調、艶消し感が強すぎ不良。
・プリンタ：デジタルフォトプリンター（ＵＰ－ＤＲ１５０、ソニー株式会社製、解像度
３３４ｄｐｉ）
・熱転写シート：２ＵＰＣ－Ｒ１５５（イエロー、マゼンタ、シアンの各染料インク層及
び保護層を有する）
・印画画像：イエロー、マゼンタ、シアンによる黒ベタ画像
・印画速度：０．７ｍｓｅｃ／ｌｉｎｅ，２．０ｍｓｅｃ／ｌｉｎｅ，４．０ｍｓｅｃ／
ｌｉｎｅ
・保護層の熱転写エネルギ：低搬送速度時（２．０ｍｓｅｃ／ｌｉｎｅ，４．０ｍｓｅｃ
／ｌｉｎｅ）におけるストローブパルス幅を調整し、各階調において高搬送速度時（０．
７ｍｓｅｃ／ｌｉｎｅ）の場合と同一の記録濃度特性を示すように調整した。
【００７１】
　実施例１：熱転写受容シートＡに対し、０．７ｍｓｅｃ／ｌｉｎｅで黒ベタ画像を熱転
写後、４．０ｍｓｅｃ／ｌｉｎｅで保護層の熱転写を行った。図８（Ａ）に示すように、
保護層の熱転写時の保護層の凹凸パターンとして異なる３つの熱エネルギ領域Ｅ１、Ｅ２
、Ｅ３を持ち、該熱エネルギｅ１、ｅ２、ｅ３が熱転写受容シート上に保護層を熱転写可
能な最小の熱エネルギｅ０に対し、下記の（３）式に示す関係である保護層の凹凸パター
ンを用いた。
第１の熱エネルギｅ１＞第２の熱エネルギｅ２＞ｅ０＞第３の熱エネルギｅ３・・・（３
）式
【００７２】
　なお、図８（Ａ）には、保護層の熱転写時の熱転写受容シートの幅方向の入力信号プロ
ファイルを示し、図８（Ｂ）には、図８（Ａ）に示す入力信号と対応する箇所における保
護層の熱転写後の熱転写受容シートの断面図を示す。図８（Ａ）における横軸の目盛り線
は、１画素幅（７６μｍ）を示す。図８（Ａ）における縦軸は、相対的な入力信号の強度
を示し、入力信号強度が高いほど保護層の熱転写時の熱エネルギが高いことになる。図８
（Ｂ）における縦軸は、保護層の熱転写後の熱転写受容シートの凹凸の高さを示し、３次
元表面粗度計（ＳＥ３４００Ｋ、株式会社小坂研究所）を使用しデータ採取した。後述す
る図９乃至図１２の縦軸及び横軸についても同様である。
【００７３】
　実施例２：熱転写受容シートＡに対し、０．７ｍｓｅｃ／ｌｉｎｅで黒ベタ画像を熱転
写後、４．０ｍｓｅｃ／ｌｉｎｅで保護層の熱転写を行った。図９（Ａ）に示すように、
保護層の熱転写時の保護層の凹凸パターンとして第１の熱エネルギ領域Ｅ１、第２の熱エ
ネルギ領域Ｅ２を持ち、これら異なる第１及び第２の熱エネルギ領域Ｅ１，Ｅ２の境界線
において、シャープネス制御を行った。これにより、保護層の熱転写時の保護層の凹凸パ
ターンとして熱転写受容シート上に保護層を熱転写可能な最小の熱エネルギｅ０より小さ
な第３の熱エネルギｅ３で保護層の熱転写を行う第３の熱エネルギ領域Ｅ３が形成される
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。なお、図９（Ａ）には、保護層の熱転写時の熱転写受容シートの幅方向の入力信号プロ
ファイルを示し、図９（Ｂ）には、対応する箇所における保護層の熱転写後の熱転写受容
シートの断面図を示す。
【００７４】
　比較例１：熱転写受容シートＡに対し、０．７ｍｓｅｃ／ｌｉｎｅで黒ベタ画像を熱転
写後、２．０ｍｓｅｃ／ｌｉｎｅで保護層の熱転写を行った。図１０（Ａ）に示すように
、保護層の熱転写時のパターンとして異なる３つの熱エネルギ領域Ｅ１、Ｅ２、Ｅ３を持
ち、該熱エネルギｅ１，ｅ２，ｅ３が熱転写受容シート上に保護層を熱転写可能な最小の
熱エネルギｅ０に対し上記の（３）式に示す関係である保護層の凹凸パターンを用いた。
なお、図１０（Ａ）には、保護層の熱転写時の熱転写受容シート幅方向の入力信号プロフ
ァイルを示し、図１０（Ｂ）には、対応する箇所における保護層の熱転写後の熱転写受容
シートの断面図を示す。
【００７５】
　比較例２：熱転写受容シートＡに対し、０．７ｍｓｅｃ／ｌｉｎｅで黒ベタ画像を熱転
写後、４．０ｍｓｅｃ／ｌｉｎｅで保護層の熱転写を行った。図１１（Ａ）に示すように
、保護層の熱転写時の保護層の凹凸パターンとして異なる２つの熱エネルギ領域Ｅ１，Ｅ
２（第１の熱エネルギ領域Ｅ１、第２の熱エネルギ領域Ｅ２）を持つ保護層の凹凸パター
ンを用いた。なお、図１１（Ａ）には、保護層の熱転写時の熱転写受容シートの幅方向の
入力信号プロファイルを示し、図１１（Ｂ）には、対応する箇所における保護層の熱転写
後の熱転写受容シートの断面図を示す。
【００７６】
　比較例３：熱転写受容シートＢに対し、０．７ｍｓｅｃ／ｌｉｎｅで黒ベタ画像を熱転
写後、４．０ｍｓｅｃ／ｌｉｎｅで保護層の熱転写を行った。図１２（Ａ）に示すように
、保護層の熱転写時の保護層の凹凸パターンとして異なる３つの熱エネルギ領域Ｅ１，Ｅ
２，Ｅ３を持ち、該熱エネルギｅ１，ｅ２，ｅ３が熱転写受容シート上に保護層を熱転写
可能な最小の熱エネルギｅ０に対し、上記の（３）式に示す関係である保護層の凹凸パタ
ーンを用いた。なお、図１２（Ａ）には、保護層の熱転写時の熱転写受容シートの幅方向
の入力信号プロファイルを示し、図１２（Ｂ）には、対応する箇所における保護層の熱転
写後の熱転写受容シートの断面図を示す。
【００７７】
【表３】

【００７８】
　実施例１では、色材層の熱転写前後の熱転写受容シートの増加方向の厚さ変化量ΔＨが
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、１．８μｍであり、保護層の熱転写前後の熱転写受容シートの増加方向の厚さ変化量Δ
Ｌが、－３．９μｍであった。また、実施例１では、色材層及び保護層の熱転写後の熱転
写受容シートの凹凸の高さが、４．５μｍであった。実施例１では、図８（Ｂ）に示すよ
うに、第３の熱エネルギ領域Ｅ３部分が熱転写受容シートの表面で最も凸になっており、
高低差の大きな凹凸が形成された。したがって、実施例１によれば、銀塩写真と同等の絹
目調が再現された非常に良好な結果を得ることができることが確認できた。
【００７９】
　実施例２では、色材層の熱転写前後の熱転写受容シートの増加方向の厚さ変化量ΔＨが
、１．２μｍであり、保護層の熱転写前後の熱転写受容シートの増加方向の厚さ変化量Δ
Ｌが、－４．２μｍであった。また、実施例２では、色材層及び保護層の熱転写後の熱転
写受容シートの凹凸の高さが、３．６μｍであった。実施例２のように、第１の熱エネル
ギ領域Ｅ１と第２の熱エネルギ領域Ｅ２との境界においてシャープネス制御を行った保護
層の凹凸パターンであっても、図９（Ｂ）に示すように、第３の熱エネルギ領域Ｅ３部分
が熱転写受容シートの表面で最も凸になっており、高低差の大きな凹凸が形成された。し
たがって、実施例２によれば、銀塩写真と同等の絹目調が再現された非常に良好な結果を
得ることができることが確認できた。
【００８０】
　比較例１では、色材層の熱転写前後の熱転写受容シートの増加方向の厚さ変化量ΔＨが
、１．１μｍであり、保護層の熱転写前後の熱転写受容シートの増加方向の厚さ変化量Δ
Ｌが、１．１μｍであった。また、比較例１では、色材層及び保護層の熱転写後の熱転写
受容シートの凹凸の高さが、１．０μｍであった。比較例１では、実施例１及び実施例２
と異なり、実施例１及び実施例２より保護層の熱転写時において熱転写受容シートを高速
で搬送している。したがって、比較例１では、実施例１及び実施例２より保護層の熱転写
時における熱転写受容シートに熱変形時間を十分確保することができず、中間層に加わる
熱エネルギに差を設けることができない。このため、比較例１では、実施例１及び実施例
２と比較して、図１０（Ｂ）に示すように、保護層の熱転写後の凹凸の高低差が小さい。
したがって、比較例１では、銀塩写真と同等の絹目調が再現された良好な結果が得られな
かった。
【００８１】
　比較例２では、色材層の熱転写前後の熱転写受容シートの増加方向の厚さ変化量ΔＨが
、１．５μｍであり、保護層の熱転写前後の熱転写受容シートの増加方向の厚さ変化量Δ
Ｌが、－４．４μｍであった。また、比較例２では、色材層及び保護層の熱転写後の熱転
写受容シートの凹凸の高さが、２．５μｍであった。比較例２では、実施例１及び実施例
２と異なり、図１１（Ａ）に示すように、熱転写受容シート上に保護層を熱転写可能な最
小の熱エネルギｅ０より小さな第３の熱エネルギｅ３を有する第３の熱エネルギ領域Ｅ３
を持たないため、図１１（Ｂ）に示すように、凸の部分が実施例１及び実施例２と比較し
て小さく、保護層の熱転写後の凹凸の高低差が小さい。したがって、比較例２によれば、
実施例１及び実施例２のように銀塩写真と同等の絹目調が再現された非常に良好な結果が
得られなかった。しかしながら、比較例２によれば、銀塩写真と同等の絹目調が再現され
た良好な結果を得ることができることが確認できた。
【００８２】
　比較例３では、色材層の熱転写前後の熱転写受容シートの増加方向の厚さ変化量ΔＨが
、－２．０μｍであり、保護層の熱転写前後の熱転写受容シートの増加方向の厚さ変化量
ΔＬが、－４．５μｍであった。また、比較例３では、色材層及び保護層の熱転写後の熱
転写受容シートの凹凸の高さが、１．９μｍであった。比較例３では、実施例１及び実施
例２と異なり、熱転写受容シートが中空粒子層を有していないため、色材層の熱転写時に
厚さ方向に意図しないつぶれが発生する。このため、比較例３では、実施例１及び実施例
２と異なり、保護層の熱転写時につぶれ量を多く取ることができず、実施例１及び実施例
２と比較して、図１２（Ｂ）に示すように、保護層の熱転写後の凹凸の高低差が小さい。
したがって、比較例３では、銀塩写真と同等の絹目調が再現された良好な結果が得られな
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かった。
【００８３】
　以上より、熱転写受容シート２は、色材層の熱転写前後の熱転写受容シート２の増加方
向の厚さ変化量ΔＨが、０＜ΔＨとなる印画条件で色材層が熱転写受容シート２に熱転写
されることにより、中空粒子が色材層の熱転写時の熱エネルギにより膨張することで、色
材層の熱転写時に厚さ方向につぶれてしまう従来の熱転写受容シートよりも、保護層７ｆ
の熱転写時のつぶれ量を多く取ることができ、保護層７ｆの熱転写前後の熱転写受容シー
ト２の増加方向の厚さ変化量ΔＬが、ΔＬ＜０となる印画条件で保護層７ｆが熱転写受容
シート２に熱転写されることにより、熱転写受容シート２に高低差のある凹凸を形成する
ことができ、銀塩写真並みの絹目調画像が実現可能となる。
【００８４】
　また、保護層７ｆの熱転写時の保護層７ｆの凹凸パターンは、更に、保護層７ｆの熱転
写時に印加される熱エネルギの違いにより形成される異なる３つの熱エネルギ領域Ｅ１、
Ｅ２、Ｅ３を有し、これらの異なる３つの熱エネルギ領域Ｅ１、Ｅ２、Ｅ３の熱エネルギ
ｅ１、ｅ２、ｅ３は、熱転写受容シート２上に保護層７ｆを熱転写可能な最小の熱エネル
ギｅ０に対し、下記の（３）式に示す関係を有することにより、単に、上述した色材層の
熱転写前後の熱転写受容シート２の増加方向の厚さ変化量ΔＨが、０＜ΔＨとなる印画条
件で色材層が熱転写受容シート２に熱転写され、保護層７ｆの熱転写前後の熱転写受容シ
ート２の増加方向の厚さ変化量ΔＬが、ΔＬ＜０となる印画条件で保護層７ｆが熱転写受
容シート２に熱転写された場合より、熱転写受容シート２に高低差のある凹凸を形成する
ことができ、更に好ましい銀塩写真並みの絹目調画像が実現可能となる。
第１の熱エネルギｅ１＞第２の熱エネルギｅ２＞ｅ０＞第３の熱エネルギｅ３・・・（３
）式
【００８５】
　また、第１の熱エネルギ領域Ｅ１と第２の熱エネルギ領域Ｅ２との境界において、第３
の熱エネルギ領域Ｅ３を形成することにより、単に、上述した（３）式の関係を有する異
なる３つの熱エネルギ領域Ｅ１、Ｅ２、Ｅ３を有する場合より、熱転写受容シート２に高
低差のある凹凸を形成することができ、更に好ましい銀塩写真並みの絹目調画像が実現可
能となる。
【００８６】
　また、保護層７ｆの熱転写時に、熱転写受容シート２に、保護層７ｆの表面及び中間層
２ｂの中空粒子のつぶれ方の差によって凹凸を形成することができ、銀塩写真並みの絹目
調画像が実現可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００８７】
【図１】本発明を適用した画像形成装置の構成を示す図である。
【図２】本発明を適用した画像形成装置に用いる熱転写受容シートの要部断面図である。
【図３】本発明を適用した画像形成装置に用いる熱転写シートの断面図である。
【図４】本発明を適用した画像形成装置のサーマルヘッドの正面図である。
【図５】本発明を適用した画像形成装置のブロック図である。
【図６】横軸に印画時の階調、縦軸に熱転写受容シートＡの厚さ変化量をプロットした場
合の挙動を示す図である。
【図７】横軸に印画時の階調、縦軸に熱転写受容シートＢの厚さ変化量をプロットした場
合の挙動を示す図である。
【図８】（Ａ）には、実施例１における保護層の熱転写時の熱転写受容シートの幅方向の
入力信号プロファイルを示し、（Ｂ）には、対応する箇所における保護層熱転写後の熱転
写受容シートの断面図を示す図である。
【図９】（Ａ）には、実施例２における保護層の熱転写時の熱転写受容シートの幅方向の
入力信号プロファイルを示し、（Ｂ）には、対応する箇所における保護層熱転写後の熱転
写受容シートの断面図を示す図である。
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【図１０】（Ａ）には、比較例１における保護層の熱転写時の熱転写受容シートの幅方向
の入力信号プロファイルを示し、（Ｂ）には、対応する箇所における保護層熱転写後の熱
転写受容シートの断面図を示す図である。
【図１１】（Ａ）には、比較例２における保護層の熱転写時の熱転写受容シートの幅方向
の入力信号プロファイルを示し、（Ｂ）には、対応する箇所における保護層熱転写後の熱
転写受容シートの断面図を示す図である。
【図１２】（Ａ）には、比較例３における保護層の熱転写時の熱転写受容シートの幅方向
の入力信号プロファイルを示し、（Ｂ）には、対応する箇所における保護層熱転写後の熱
転写受容シートの断面図を示す図である。
【符号の説明】
【００８８】
１　画像形成装置、２　熱転写受容シート、２ａ　支持体、２ｂ　中間層、２ｃ　色材受
容層、２ｄ　バックコート層、３　搬送部、４　ガイドローラ、５　キャプスタン、６　
ピンチローラ、７　熱転写シート、７ａ　基材、７ｂ　イエローの色材層、７ｃ　シアン
の色材層、７ｄ　マゼンタの色材層、７ｅ　ブラックの色材層、７ｆ　保護層、８　走行
部、９　巻取リール、１０　供給リール、１１　サーマルヘッド、１１ａ　セラミック基
板、１１ｂ　グレース層、１１ｃ　発熱素子、１１ｄ　保護層、１２　プラテンローラ、
２０　制御システム、２１　システム制御部、２２　画像入力部、２３　メモリ、２４　
メモリ制御部、２５　画像処理部、２６　ヘッド制御部、２７　制御部、２８　操作・表
示部、２９　ＩＦ部、３０　センサ部

【図１】

【図２】

【図３】
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【図６】 【図７】
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【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】
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